宝塚市立長谷牡丹園指定管理者選定委員会の委員を募集します。

　宝塚市立長谷牡丹園は、本市の園芸とゆかりのある牡丹の里帰りを記念するとともに、観光農業及び市民交流の振興を図ることを目的として設置されたものです。令和９年（2027年）４月１日からの指定管理者を選定する「宝塚市立長谷牡丹園指定管理者選定委員会」の委員として、公募による市民委員を募集いたしますので、下記の要領でお申込みください。
１　審議会の名称、設置目的及び所掌事務
（1） 名称　　　宝塚市立長谷牡丹園指定管理者選定委員会
（2） 設置目的　宝塚市立長谷牡丹園の指定管理者の候補者の選定を行うため
（3） 所掌事務　ア　指定管理者の候補者の選定に関すること
　　　　 イ　その他、指定管理者の候補者の選定に関し必要な事項に関すること
２　公募人数、選任の時期及び任期
（1） 公募人数　　１人
（2） 選任の時期　令和８年（2026年）３月頃選任予定
（3） 任期　　　　委嘱の日から候補者が選定されるまで
３　応募資格

（1） 令和８年（2026年）２月２日現在において、宝塚市内に住所を有し、かつ、市内に１年以上在住する１８歳以上の人。
（2） 本市の市議会議員、職員、他の審議会等の委員でないこと
※ただし、本施設の指定管理者への応募者及び応募が見込まれる者と利害関係を有すると認められた場合、手続きの公平性を確保するため、当該選定委員会の審査へは参加ができません。

４　応募方法及び期間
（1） 応募方法　申込書と小論文（８００字程度）を添えて、宝塚市役所北部振興企画課へご提　　
出ください。（郵送、持参、FAX、電子メールのいずれかの方法にて）なお、提出
書類は返却いたしません。
（2） 期間　令和８年（2026年）２月２日（月）から２月２７日（金）１７時（必着）
５　選考方法　　公募委員選考委員会において、申込書及び小論文により書類選考を行います。
　　　　　　　　選考に際しては、①テーマの理解度、②客観性・論理性、③独創性、④具体性・実現性、⑤テーマに関連する経験・実践の深さと広さの５つの項目を基準として、選考を行います。
６　小論文の字数（目安）とテーマ
（1） 字数　　８００字程度
（2） テーマ　「長谷牡丹園に期待すること」
７　報酬の有無　　　有（条例の規定に基づき支給。現行（日額）８，７００円）（※）
（※）令和８年度当初予算の成立を前提に、令和７年度中に市民公募委員の募集を行うものです。
８　会議の開催予定　２回程度（宝塚市役所または中央公民館での開催を予定しています。）
９　問い合わせ先　　宝塚市役所　産業文化部　北部振興企画課

〒669-1211　宝塚市大原野字南宮２番７号　　
電　話　0797-91-1111　
ＦＡＸ　0797-91-0851
メール　m-takarazuka0279@city.takarazuka.lg.jp
１０　他の審議会等との兼任不可
他の審議会等の委員に重ねて応募することは可能ですが、市民委員の公募は市民から幅広く意見を求めることを目的としていることから、同じ方を２以上の審議会等の委員に選任することはできません。

